
 

加西市マイナンバーカード管理システム導入業務について、公募型プロポーザル方式により実施する

ので、次のとおり公告する。 

 

令和８年４月２０日 

加西市告示第３９号 

 

加西市長  高 橋 晴 彦 

 

１ 業務概要 

（１）業 務 名 加西市マイナンバーカード管理システム導入業務 

（２）業務内容 加西市マイナンバーカード管理システム導入業務公募型プロポーザル募集要領のとお

り 

 

２ 参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たしている事業者であること。  

（１）加西市財務規則（昭和 42年規則第 40号）第 105条第 2項に規定する入札参加資格者名簿に登

載されていること。ただし、対象業務の性質又は目的からして、業務遂行のために新しく企業、

団体等を設立し参加を認める場合は、参加申込書の提出期限までに加西市財務規則（昭和 42 年

規則第 40 号）第 105 条第 2 項に規定する入札参加資格者名簿に登録できることを条件としてプ

ロポーザルに参加させることができるものとする。 

（２）地方自治法施行令第 167条の 4に該当しない者であること。 

（３）プロポーザル募集開始日から契約締結日までの期間において、工事請負等契約に係る指名停止

の措置要領（平成 6年加西市訓令第 23号）に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（４）加西市暴力団排除条例（平成 24年加西市条例第１号）に規定する暴力団等でないこと。 

 

３ 手続き等 

（１）事務局 

加西市役所市民部市民課 

〒６７５－２３９５ 兵庫県加西市北条町横尾１０００番地 

電話：０７９０－４２－８７２０（直通） 

Fax：０７９０－４３－８０４５ 

Ｅメールアドレス：shimin@city.kasai.lg.jp 

 

（２）募集要領等の公表 

公告日から「加西市マイナンバーカード管理システム導入業務公募型プロポーザル募集要領」

等を加西市ホームページで公表する。 

 

（３）参加申込書等の提出 

①提出期限 令和８年５月２１日（木） 



②提出場所  加西市役所市民部市民課 

③提出方法  持参、書留郵便または電子メール（shimin@city.kasai.lg.jp） 

・持参の場合は、平日の８時３０分から１７時までとする。 

・書留郵便の場合は、提出期限必着とする。 

 

４ その他 

 （１）その他詳細は「加西市マイナンバーカード管理システム導入業務公募型プロポーザル募集要領」

のとおり。 

 （２）本プロポーザルに係る全ての費用は参加者の負担とする。 

 （３）提出された書類等は返却しない。 

 （４）提出期限後の提出書類の加除修正は認めない。 

 （５）採用された企画提案について、協議の上、変更する場合がある。 

 （６）市は、本プロポーザルの手続き及びこれに係る事務処理に必要な範囲において、提出書類を複

写して使用することがある。 

 （７）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令

に基づいて保護されている第三者の権利の対象となっている事業手法等を用いた結果生じた

事象に係る責任は、全て提出者が負うものとする。 

 （８）当該事業の契約が成立するまでの間において、契約候補者が「加西市マイナンバーカード管理

システム導入業務公募型プロポーザル募集要領」の参加者に要求される資格を満たさなくなっ

た場合は、当該契約候補者と契約を締結しない。 

 


